
  

令和６年度 

 

山梨県私立高等学校等奨学給付金 のお知らせ 

 

 

 この給付金は、私立高等学校等に通学している生徒の保護者の皆さまの授業料以外の

教育費（修学旅行費、教科書費等）の負担を軽減する給付金（返済は不要）です。「就学

支援金」とは別の制度です。それぞれの制度で年度ごとに申請が必要ですので、対象と

なる方は忘れずに申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山   梨   県 
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【 支給要件 】 
令和 6 年 7 月 1 日(基準日)現在で、次のすべての要件に該当する方が対象となり

ます。 

１ 私立高等学校等（専攻科を含む）に在学する高校生等の保護者等で、山梨県内に住所を

有している方 

２ 保護者等全員の令和６年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が０円の

世帯又は生活保護（生業扶助）を受給している世帯であること  

３ 私立の高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者又は学び直し支援金、専攻科修学支

援金の対象の方 

 

注）ア 1及び３の「高校生等」には、次の方は含まれません。(給付の対象外となります。)  

※ 特別支援学校の高等部及び専攻科に在学されている方 

※ 児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等で、見学旅行費 

又は特別育成費が措置されている方(母子生活支援施設の高校生等を除く。) 

 

イ ３の「高等学校等就学支援金の受給権者」とは、高等学校等就学支援金の支給に関

する法律第３条に規定する高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者のこ

とをいいます。 

ウ 給付の決定にあたっては、就学支援金の支給決定等を確認します。 

エ 今年度入学以前に高等学校等に在学期間がある方については、修得単位数等を確認 

させてもらうことがあります。 

オ 給付の決定に必要な事項について、関係機関で調査する場合があります。 

カ 保護者等が山梨県外に在住の場合は、その都道府県の制度が適用されます。詳しく

は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 基準日において、国が定める高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援及び専攻科の生徒への修

学支援)交付要綱に基づく支援を受けている方も、１及び２の要件に該当する場合は、給付の対象となりま

す。詳しくは、この案内の最後に記載の【提出先・問い合わせ先】までお問い合わせください。 

 
※ ７月以降10月末日までに入学する高校生等については、基準日をその入学日として読み替えたうえで、 

１から３の要件に該当する方が対象となります。 
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【 給付金の支給額等 】 

対象高校生等一人当たりの支給額（年額／年 1回支給） 

 ＜参考：通算３回（定時制・通信制は４回。高等学校等専攻科は２回）が上限＞ 

世帯区分 対象経費 学校区分 支給額（年額） 

①  
生活保護世帯の高校生等

（②、③を除く） 

授業料以外の教育に

必要な経費 

全日制・定時

制・通信制 

1 人当たり 

 ５２，６００円 

専攻科 
1 人あたり 

 ５２，１００円 

②  

道府県民税所得割額と市

町村民税所得割額の合算

が０円の世帯の第１子の

高校生等 （①、③を除

く） 

全日制・定時制 
1 人当たり 

１４２，６００円 

通信制 
1 人当たり 

 ５２，１００円 

専攻科 
１人あたり 

 ５２，１００円 

③  

道府県民税所得割額と市

町村民税所得割額の合算

が０円の世帯に扶養され

ている兄弟姉妹で 2 人目

以降の高校生等及び当該

世帯に扶養されている高

校生等以外に 15 歳（中学

生を除く）以上 23 歳未満

の扶養されている兄弟姉

妹がいる高校生等 

（①、②を除く） 

全日制・定時制 
1 人当たり 

１５２，０００円 

通信制 
1 人当たり 

５２，１００円 

専攻科 
１人あたり 

 ５２，１００円 

  

注） 通信制高等学校等又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の専攻科に通う高校生等を含む複

数の高校生等がいる場合、通信制高等学校等に通う高校生等は、全て１人あたり５２，１００円、そ

れ以外の高校生等に全て第２子の給付額を用いる。 
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【 申請手続 】 

 県への提出〆切は、２回あります。 

 ○第１回目〆切：令和６年９月２日(月) ＜消印有効＞  

できるだけ、この〆切に間に合うように提出をお願いします。 

 ○第２回目〆切(最終〆切)：令和６年 1０月３１日(木)  ＜消印有効＞   

1回目の提出に間に合わなかった方 

    7月～10月入学の方(基準日が「入学日」となりますのでご注意ください。) 

     山梨県内の高等学校等に在籍している場合は、学校を経由して県へ提出することに

なりますので、〆切日は学校の指示に従ってください。 

※ 在籍高等学校等が「山梨県内」と「県外」で提出書類・提出方法が異なりますので、それぞれ確

認のうえ、提出してください。 
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山梨県内の高等学校等に在籍する高校生等の保護者等による申請 

 

「高校生等奨学給付金受給申請書(第 1 号様式)」及び「口座振込依頼書（第 3 号様

式）」または委任状（第 4 号様式）」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、在

学する学校へ提出してください。 

提出期限については、学校の指示に従ってください。 

  

１ 次の世帯区分ごとに必要な書類 

（１）生活保護(生業扶助)受給世帯（申請書第 1号様式（その１）に添付） 

     令和６年７月１日現在の生業扶助の受給を確認できる生活保護受給証明書(別紙様式)又は保

護の実施機関が発行している生活保護受給証明書 

（２）上記の（１）以外の世帯（（３）を除く。） 

次の①②いずれかの書類 

① 保護者等全員の個人番号を確認できる書類（申請書第 1号様式（その２）に添付） 

１９ページの「個人番号提出時の本人確認書類について」を確認の上、「個人番号カード

（写）等貼付台紙兼同意書（第 2号様式）」に次の書類の写し等を貼り付けて提出。 

なお、同意いただくことが必要です。（同意いただけない場合は②を提出してください。） 

ア 個人番号カード（裏面）、個人番号通知カード等の個人番号確認書類 

イ 個人番号カード（表面）、運転免許証等の身元確認書類 

② 保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が０円の世帯であるこ

とを証明する書類（申請書第 1 号様式（その１）に添付） 

ア 保護者等全員の令和５年度の課税証明書等（令和４年中の所得に基づくもの） 

※高等学校等就学支援金の収入状況届出の際に、「提出した課税証明書等を本給付金事業で使用するこ

との同意書」を提出している場合は、本給付金事業での課税証明書等の提出を省略できます。 

学校は提出済の課税証明書等をコピーのうえ、県へ提出してください。 

（３）上記の（１）以外の世帯で 23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等の世

帯 

次の①②いずれかの書類と③の書類 

① 保護者等全員の個人番号を確認できる書類（申請書第 1号様式（その２）に添付） 

② 保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が０円の世帯であるこ

とを証明する書類（申請書第 1 号様式（その１）に添付） 

※①②の書類の詳細は（２）でご確認ください。 

③ 基準日現在、高校生等以外に 15歳（中学生を除く）以上 23歳未満の兄弟姉妹を扶養して

いることが分かる書類（扶養誓約書） 

   

＜（２）及び（３）共通＞ 

生徒に保護者等がおらず、「生徒本人」又は「主たる生計維持者」の個人番号カードの写

し等又は課税証明書等を提出する場合は、生徒本人の扶養状況が確認できる書類(生徒本

人の健康保険証等のコピー) 
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２ 申請書に記載した申請者本人名義(保護者等の名義)の預金通帳の写し（委任状を

提出する場合は必要ありません。） 

※ 金融機関名・店舗名・預金種別・口座番号・口座名義人（漢字表記の箇所及び読み仮名表

記の箇所ともに必要）が確認できるところをコピーしてください。 

３ 委任状（第 4号様式）（授業料以外の学校徴収金と相殺を希望する場合） 
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山梨県以外の私立高等学校等に在籍する高校生等の保護者等による申請 

 

「高校生等奨学給付金受給申請書(第１号様式)」及び「口座振込依頼書（第 3 号様

式）」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、山梨県（私学・科学振興課）に

提出してください。 

   

１ 次の世帯区分ごとに必要な書類 

（１）生活保護(生業扶助)受給世帯（申請書第 1号様式（その１）に添付） 

     令和６年７月１日現在の生業扶助の受給を確認できる生活保護受給証明書(別紙様式)又は保

護の実施機関が発行している生活保護受給証明書 

（２）上記の（１）以外の世帯（（３）を除く。） 

次の①②いずれかの書類 

① 保護者等全員の個人番号を確認できる書類（申請書第 1号様式（その２）に添付） 

１９ページの「個人番号提出時の本人確認書類について」を確認の上、「個人番号カード

（写）等貼付台紙兼同意書（第 2号様式）」に次の書類の写し等を貼り付けて提出。 

なお、同意いただくことが必要です。（同意いただけない場合は②を提出してください。） 

ア 個人番号カード（裏面）、個人番号通知カード等の個人番号確認書類 

イ 個人番号カード（表面）、運転免許証等の身元確認書類 

② 保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が０円の世帯であるこ

とを証明する書類（申請書第 1 号様式（その１）に添付） 

ア 保護者等全員の令和５年度の課税証明書等（令和４年中の所得に基づくもの） 

（３）上記の（１）以外の世帯で 23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等の世

帯 

次の①②いずれかの書類と③の書類 

① 保護者等全員の個人番号を確認できる書類（申請書第 1号様式（その２）に添付） 

② 保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が０円の世帯であるこ

とを証明する書類（申請書第 1 号様式（その１）に添付） 

※①②の書類の詳細は（２）でご確認ください。 

③ 基準日現在、高校生等以外に 15歳（中学生を除く）以上 23歳未満の兄弟姉妹を扶養して

いることが分かる書類（扶養誓約書） 

  

＜（２）及び（３）共通＞ 

生徒に保護者等がおらず、「生徒本人」又は「主たる生計維持者」の個人番号カードの写

し等又は課税証明書等を提出する場合は、生徒本人の扶養状況が確認できる書類(生徒本

人の健康保険証等のコピー) 

２ 在学証明書（第 5号様式） 

※ 在籍する高等学校等に証明してもらってください。 

※ 学校指定の既存の在学証明書の様式でも可能。 
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３ 申請書に記載した申請者本人名義(保護者等の名義)の預金通帳の写し 

※ 金融機関名・店舗名・預金種別・口座番号・口座名義人（漢字表記の箇所及び読み仮名表

記の箇所ともに必要）が確認できるところをコピーしてください。 

 

 

 

 

【提出先】※持参又は追跡可能な簡易書留などによる方法で提出してください。 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号本館２階 

山梨県県民生活部私学・科学振興課私学振興担当 宛 
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【 受給資格の認定 】 

１回目〆切までの提出者：令和６年１１月に、認定結果を申請者にお知らせする予定。 

２回目〆切までの提出者：令和６年１２月に、認定結果を申請者にお知らせする予定。 

   （事務の都合上、お知らせの期日が前後する場合があります） 

注）ア 基準日に対象高校生等が休学している場合 

・ １１月末までの間に在籍する高等学校等が発行する証明書の提出等により、 

復学の有無を確認したうえで、受給資格の認定を行います（〆切日までの 

申請書等の提出が必要）。      

・ １１月末までに復学を確認できない場合は、今年度の給付金は不支給と 

なります。 

・ 復学時期によって受給資格の認定が遅れることがあります。 

     イ 年度途中の転入者から申請書の提出があった場合は、当該年度に給付金の支給を受

けていないことの有無を確認したうえで、給付の決定を行います。 

  

【 給付金の支給 】 

  ※申請者の口座に年額を一括で振り込みます。 

１回目〆切までの提出者 

：令和６年１２月上旬に指定口座に振り込む予定。 

２回目〆切までの提出者 

：令和６年１２月下旬に指定口座に振り込む予定。 

 （事務の都合上、前後することがあります。） 

 

 

 

 【 申請にあたっての注意事項 】  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 申請書の記載について 

  ・ 記入にあたっては、１０～１７ページの「申請書記入例」及び「（別紙）記入

上の注意」をよく読んでください。 

  ・ 記入誤りを訂正する場合は、二重線を引き、その上に押印してから余白に記 

入してください。 

 ・ 申請書に虚偽の記載をし、本来受けることができない給付金を受けた場合は、 

  給付金の全額を直ちに返還していただくこととなります。 

◆ 給付金の使途について 

 ・ 給付金は、生徒の授業料以外の教育費に使用してください。 

  ・ 学校に納入しなければならない経費は、授業料以外にもありますので、 

未納のないようにしてください。 
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山梨県私立高等学校等奨学給付金（家計急変世帯への支援） 

 

新型コロナウイルス感染症の影響などで、家計急変により保護者等の収入が激減した

世帯に対して、奨学給付金を支給します。 

 

【 支給対象者 】 

次のすべての要件に該当する方が対象となります。 

１ 高等学校等就学支援金、高等学校等学び直し支援金、高等学校等専攻科修学支援金のい

ずれかの支給を受ける資格を有する高校生等がいる世帯 

２ 保護者等が山梨県内に住所を有する世帯（保護者等のいずれかが海外に居住している場

合は除く。） 

３ 家計が急変し、保護者等が「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯」

に相当すると認められる世帯（※1） 生業扶助受給世帯の方は７月の奨学給付金申請で申し込んでくだ

さい。 

 ※１ 所得割合算額の見込みが非課税の世帯の例  

世帯の人数 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 

世帯の年収見込 1,704,000円未満 2,216,000円未満 2,716,000円未満 3,216,000円未満 3,704,000円未満 

・ この場合の年収とは、会社員の場合は総収入、自営業の場合は営業所得をいいます。 

・ 年収はあくまで目安であり、個別に判定します。 

【 支給決定方法、提出書類 】 

家計急変の発生事由を証明する書類等により家計急変発生後１年間の年収見込額を

推計し、家計状況を確認のうえ、支給を決定します。 
【提出書類】 

① 高校生等奨学給付金(家計急変)受給申請書（申請書第１号様式（その３）） 
② 在学証明書（第５号様式）(県外の私立高等学校等に在学する高校生等) 
③ 家計急変の発生事由を証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知
書、廃業等届出、収入減少による国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書等) 

     ④ 家計急変前後の収入を証明する書類（保護者等全員の最新の課税証明書の写し、会社作成の給与
見込、直近の給与明細書（直近３ヶ月分）、年間収支見込計算書、税理士作成証明書類等） 

⑤ 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類（扶養親族全員の健康保険証の写し、国
民健康保険の場合は保険証と扶養誓約書（別紙様式）） 

⑥ 口座振込依頼書（第３号様式）（振込口座の通帳のコピー（表面及び１ページ目）添付） 

【 申請時期 】 

家計急変後、随時 

【 申請書提出先 】 

各学校の担当者（県外の私立高等学校等に在籍している高校生等の保護者は山梨

県県民生活部私学･科学振興課へ郵送または持参してください。） 

【 給付額 】 

① ７月１日までに家計が急変し、県が定める通常の奨学給付金に係る期日までに申請のあ

った場合は、２ページに記載した額を給付します。 

② ７月２日以降に家計が急変し、申請のあった場合は、申請のあった翌月以降の月数に応

じて算定した額を給付します。 

 


